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ア
ッ
パ
ー
ス
朝
に
お
け
る
珠
算
財
政
に
つ

い
て

(上)

六五四三二一

ま
え
が
き
と
史
料

曾

計

年

度

図
家
珠
算
表
(
以
上
本
競
)

税
務
行
政
と
徴
骨
骨
骨
(
以
下
次
競
)

財
政
補
填
策
と
し
て
の
公
債
の
設
行
と
ア
ル
・
サ
ワ
l
ド
の
穀
物
行
政

結

語

ま
え
が
き
と
史
料

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
は
大
鐙
三
期
に
分
れ
る
。
第
一
期
(
Z
N
I
N
呂
田
、

g
l∞
民
)
は
確
立
期
か
ら
い
わ
ゆ
る
黄
金
時
代
に
か
け
て
で
、

そ
の

事
制
陸
系
は
ウ
マ
イ
ヤ
朝
か
ら
引
績
き
長
官
濁
裁
制
が
ま
だ
強
力
で

あ
っ
た
が
、
次
第
に
中
央
集
権
化
の
傾
向
を
た
ど
っ
た
時
代
で
あ
る
。

ア
ル
・
ム

i
タ
ス
イ
ム

第
二
期

(
N
E
l
N
芯
国
¥
∞
包
l
∞
詔
)
は
カ
リ
フ
と
・
冨
ロ
ハ
宮
包
ヨ
に
よ

る
ト
ル
コ
奴
隷
の
傭
兵
的
採
用
に
始
ま
っ
た
軍
閥
蹴
雇
の
時
代
で
、

清

水

誠

サ
1
7
叩
ラ
l
遷
都
時
代
に
嘗
る
。
第
三
期

(
N
呂
l
ω
ω

仏国¥∞
S

l
E

ア
ル
・
ム

l
タ
デ
イ
ド

日
)
は
カ
リ
フ
と
・
冨
ロ
ハ
E
4
5
に
始
ま
り
、
官
僚
機
構
が
極
度
に
護

達
し
第
一
期
の
末
期
に
す
で
に
そ
の
蔚
芽
が
認
め
ら
れ
る
官
僚
濁
裁

カ
リ
フ
を
含
め
て
各
個
人
の
権
力
が
非
常
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制
の
強
ま
っ
た
時
代
で
、

に
微
力
で
あ
り
、

従
っ
て
末
期
に
な
る
ほ
ど
文
官
武
官
入
り
観
れ
て

ア
ミ

I
ル
・
ア

ル
・
ウ
マ
ラ
l

の
汲
関
手
い
が
激
化
し
、
軍
人
出
身
の
州
自
己
門
担

-hcgR凶
v

(
大
線

督
)
の
成
立

(
ム
九
三
六
)
の
頃
に
は
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
権
力
は
す
で
に

ブ
ワ
イ
朝
の
バ
グ
ダ
ー
ド
占
領
(
九
四
五
)
に

よ
っ
て
狭
義
の
イ
ス
ラ

l
ム
帝
国
は
終
り
を
、
途
げ
る
。
こ
れ
ら
の
時

内
部
的
に
崩
壊
し
、

代
を
、
通
じ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
官
僚
政
治
の
優
位
化
の
現
象
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
園
家
機
構
の
複
雑
多
岐
化
と
そ
れ
に
よ
っ
て
起
る
財
政

経
済
に
闘
す
る
専
門
的
知
識
に
劃
す
る
要
求
の
培
大
か
ら
生
れ
る
こ

と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
で
は
議
算
表
の
作
成
を
中
心
と
し
て
、



ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
務
算
財
政
の
賓
態
を
把
握
し
、
そ
れ
を
強
力
に
支

え
る
も
の
と
し
て
働
骨
骨
骨
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
通
じ

て
嘗
時
の
祉
曾
構
成
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

さ
て
世
間
面
の
問
題
解
決
に
堪
え
う
る
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

主
要
史
料
特
に
根
本
に
な
る
史
書
の
み
を
略
絹
と
と
も
に
時
代
別
に

列
奉
す
る
。
な
お
ア
ラ
ビ
ア
語
の
轄
寓
法
は
次
の
遁
り
と
す
る
。

V

(

判
明
阿
国
威
圏
構

)w
ダ
?
?
』
叫
・

]γ
日

γ
円

y
p
F
N
-
P
仰
也

d
-
A
?
?
?
f
h
w
w

p
p
r・
-
-
B
-
p
y
-
d
F
u、
.
g
v
g釦円
σ回
S
H
P
釦同
・
測
叫
昌
一
曲
目
"
ム
・
(
uq

守
鮒
叫
四
ぞ
部
F
h
吋
モ
・
什
斗

山
伊
)
・
糊
司
副
附

υp
r
p・
い
側
諸
吋

H
g
F
印可・

第
一
期

タ
パ
リ

l

(吋曲目
y
)

包
'
吋
曲
目
】
但
己

(ω
忌
¥
由
Nω

波
)
口

、
同
吃
ユ
ロ
巳
・
ロ
吉
田
H
H
H

唱
曲
・
「
自
己
一
回

w-
∞
〈
O
Z
-
わ
田
町
0
・
5
ω
∞
1ω
由
・
(
印
{)N
固

ま

で

)

ジ
ャ
ブ
シ
ヤ

l
リ

l
(
~
v
y
p
)

色
・
ん
山
岳
町
山
、
帥
ユ

(ω
臼
¥
宏
N

波
)
日開

CSσ

曲
一
さ
ロ

N
R同
》
話
回
・

--rE鼠
ダ
。
包
『
0
・
5
ω
∞
・
(
現
存
部
分
は
第
七
代
カ

リ
フ
曲
目
1

冨
吃
ヨ
ロ
ロ
治
世
の
途
中
ま
市
川
)

第
二
期
は
タ
パ
り
l
以
外
な
し
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第
三
期

ヒ
ラ

1
ル
(
出
酌
宙
-
)
出
口
包
色
白
川
叩
脚
立
》
(
品
AFJ『
¥
H
O
印
印
波
)
い
同
一
昨
m
F
U
E
三
田
仲

国
ヤ
ロ
ヨ
同
町
出
」
釦
》
江
町
田
ケ
〈
〈
Z
N
釦『帥
J
F
m
w
E
m
P
5
0品
・
(
収
録
部
分
は
ほ

ぼ

ω
H
白
固
ま
で
J

ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
(
宮
町

r・
)
富
冒
宵
釦
唱
曲
芸

2
M
o
h
s
o
浪
)
い
吋
同
町
同
三

σ

曲目・ロロ戸田

5
・
斗
〈
D
-
m
-
F
O口弘
o
p
H
U
N
O
!
N
H
・
(
N
由
町
民
よ
り
)

ア
リ
l
プ
(
《
〉
ユ

σ)

《
〉
ユ

σσ
・
ω虫
色

(ω
白白¥由叶白
l
叶
波
)
い
品
川
口
巳

S
J
S

白-・吋白
-u
白H
・r
F
a内同市周回・同∞申叶・
(
N
由
H
出
1
ω
N
O
出
)

ス
l
リ
l

G
巳
日
)
宮
口
宮

5
5
邑

σ・
J
p
q
u『
帥
釦
--mw
ロロ

(ωω
印
¥
宏
∞
波
)

一〉何回

σ町
田
「
岡
山
包
一昨
者
曲
目
ナ
富
三

SA--
同門
O
自
由
仲
間
σ
巳
・
同
唱
吋
帥
0
・わ曲目円
0
・

S
ω
印
・
(
臼

N
N
国
1
ω
ω
ω
国
)

ホ
ヮ

l
リ
ズ
ミ

l

(
富
田
町
・
)
即
「
何
者
附
ユ

N
B
F
3
8
¥由

al叶
著
)

υ

富
良
附

E
q

包
L
E
E
S
-
n同町
0
・
5
A
F
N
出
・
(
こ
れ
は
史
書
で
な
く
、
簡
易
語
葉
集
と

も
一
五
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
語
解
は
第
三
期
の
資
料
解
説
に
重
要

な
一
示
唆
を
輿
え
、
文
字
通
り
鍵
と
な
る
。
)

こ
の
よ
う
に
時
代
に
よ
っ
て
史
料
の
偏
在
が
甚
だ
し
く
、
し
か
も
著

者
の
意
圃
に
よ
っ
て
史
料
の
性
格
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

- 35_-

れ
ら
を
同
一
視
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
護
展
を
見

失
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
著
作
年
代
も
ま
ち

フ

カ

ハ

ー

ま
ち
の
法
理
論
家
達
の
理
論
鐙
系
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
制
度
史
的

研
究
が
多
く
、

そ
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
近
年
の
駄
米
の
皐
界
で
も

イ
ス
ナ

I
F

強
調
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
各
々
の
出
典
に
留
意
し
つ
つ
、

コ
ン
-
ア

ン
ポ
ラ
リ

l
の
史
料
が
比
較
的
豊
富
な
第
三
期
を
あ
く
ま
で
基
貼
と

し
、
園
家
財
政
の
賓
際
面
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

註ω
藤
本
勝
次
「
カ
リ
フ
・
ム
ウ
タ
シ
ム
と
ト
ル
コ
奴
隷
兵
」

古
稀
記
念
東
洋
与
論
叢
)
参
照
。

(
石
積
先
生
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a，

0
・

ω。
己
包
巾

-

V

白
〈
釦
】
巾
己
司

-5b『曲
一

3

2
門同

0
2
5
3円白
-3
門凶ロ

A
F
Z
B
R同g
i
N
F
Z
V
乱
・
色
合
同
町
w-ubユ
(
〉

E
E
n白
口
¥
N

・目】℃
-
H
U
ω

!
N
H
O
)

参
照
。

同

ロ

ωoロ
丘
刊
行
円
。
コ
問
ヨ
釦
口
広
己
戸
穴
芹
帥

σ
同一
e
d
〈己一
N

国
「
帥
》
門
同
巾
民
ニ
帥
-

白}・
m
BE
V
(〉
g
z
g
〈
¥ω
・
明者
-
N吋
N
1U
N
)

忠世間…
。

曾

年

計

度

ま
ず
珠
算
制
度
の
前
提
篠
件
で
あ
る
珠
算
の
年
度
濁
立
性
の
成
立

過
程
を
取
り
あ
げ
る
が
、
こ
れ
は
暦
法
と
関
連
し
て
イ
ス
ラ

l
ム
の

財
政
史
で
は
無
視
し
え
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
三
期
に
入
つ

て
ま
も
な
く
、

回
暦
二
八
二
(
八
九
五
)
年
に
カ
リ
フ

国
-
'
宮
口
(
宮
門
出
門
同

に
よ
っ
て
重
期
的
な
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
開
す
る
史
料
を
綜

ハ
ラ
ー
ジ

ユ

イ

フ

テ

イ

タ

I
フ

げ
伊
門
間
町
即
ち
農
産
物
租
税
の
徴
集
開
始
期

(FE仲間
σ
一

合
す
る
と
、

冨
同
町
・
品
。
参
照
)
を
ベ
ル

シ
ア
暦
の

甘
口
丘
包

(
E
)
月
一
目
、
シ

ナ

ク

ル

ー

ヌ

リ
ア
暦
の
グ
同

N町
山
口
(
町
)
月
一
一
日
と
す
る

Z
同
名
門
口

N
(
z
a『ロド

ナ
ウ
ル
ー
ズ
・
ア
ル
・
ム
ー
ク
ヂ
イ
デ
イ
l

Z

。d

司吋
O
N
)

を
新
設
し
、
こ
れ
を

Zω
当叶ロ
N
一
色
・
冨
ロ

(E念
仏
門
と
名

づ
け
た
。
こ
れ
は
徴
税
納
税
爾
者
の
立
場
か
ら
穀
物
の
収
獲
期
を
考

慮
し
て
行
わ
れ
た
庭
置
で
、
こ
の
日
は
夏
至
に
嘗
る
。
こ
の
よ
う
な

'
1
ル
!
ン
・

ア
ル
・
ヲ
シ
ー

ド

ア

ル
・
ム
タ

V
ツ
キ
ル

試
み
は
カ
リ
フ
田
町
ロ
ロ
巳

a
m
a
E
W

州

w
-
-
Z
E
E
S
K
E
-
ら
に
よ
っ

ω

ナ

ウ

ル

い
ず
れ
も
賓
現
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

Z
同名・

て
な
さ
れ
た
が
、

1
4〈

門口
N

は
ベ
ル
シ
ア
の
元
日
で
、

太
陽
暦
の
第
一
月
昨
告
白
告
ロ

日
で
あ
る
。

サ
l
サ
l
ン
朝
ベ
ル
シ
ア
で
は
幾
つ
か
の
暦
が
行
わ
れ

て
い
た
が
、

太
陽
暦
で
は

同
H

・mw
〈同
門色町ロ

月
一
日
を
春
分
に
置
く
宗

教
暦
の
ほ
か
、
こ
れ
を
夏
至
に
置
く
農
暦
が
あ
っ
て
、
時
代
に
よ
っ

て
繁
遷
が
あ
る
が
、

一
般
に
は
後
者
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

」
れ
は

西
ア
ジ
ア

の
農
業
特
に
穀
物
の
栽
培
が
秋
に
耕
作
矯
種
し
て
夏
に
収

ナ

ウ

ル

ー

ヌ

獲
す
る
た
め
で
、

Z
2
2
Z
は
収
獲
祭
で
も
あ
り
、
納
税
期
で
も
あ

ナ

ウ

ル

!

ズ

っ
た
。
ビ

l
ル
l
ニ

l
の
Z
m
w
d
司門口
jN

の
読
明

(
N
E
E
-
可
-

H
也
市
山

lN

。
品
)
も
は
っ
き
り
夏
至
を
指
定
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ

l
ム
暦
は
太
陰

- 36ー

暦
で
、

し
か
も
宗
教
的
に
閏
月
を
設
け
な
い
た
め
、
こ
れ
に
よ
る
農

ナ

ク

ル

ー

ズ

Zω
名門口
N

し
を
採
用
し
た
。

産
物
の
徴
税
は
困
難
で
、
ベ
ル
シ
ア
の

と
こ
ろ
が
サ
!
サ

l
ン
朝
の
波
落
後
、
こ
の
ベ
ル
シ
ア
暦
に
闘
を
設

ナ

ウ

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
一
二

O
年
に
一
ヶ
月
の
割
合
で

Z
白・

ル

ー

ズ

・

ω

4
4
5
N

が
春
に
接
近
し
、

m
w
F
Z
Z〈

E
4
E
の
頃
に
は
約
二
ヶ
月
の
差

が
生
じ
、
徴
税
に
不
都
合
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
改
革
は
全
園
の
徴

税
官
に
護
令
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
は
中
央
地
方
を
問
わ

イ
ア
テ
イ
タ

l
ア

ハ

ラ

I
P
I

ず
、
徴
税
開
始
期
お
よ
び
そ
れ
に
始
ま
る
年
度
1
1
1
官
品
開
同
年
度

(
的
自
民
色

'fR凶
宮
古
)
|
ー
に
よ
る
財
政
上
の
賓
情
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
で
あ
る
。
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
に
よ
れ
ば
、
一
二

O
四
年

ιロ
デ
宮
町
官



ω

イ
ブ
ン

・
ア
ル

・
フ
一フ
l
ト

ω

(
理
)
月
八
日
(
九
一
七
・
六
・
ご

に

早
口

ω-・明広円山け
が
第

ワ
ズ
イ
l
t
w

次
宰
相
に
な
っ
た
と
き
(
冨

EP--
丘
一
長
ユ
σ
巴)、

財
政
状
態
は

良
好
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

ア
P
1
・
ピ
ン
・

4
1
』
サ
f
a
w

、
ヲ
l
ヲ
ユ

〔
前
宰
相
〕
《
〉
ロ

σ
-
G印
聞
は
〔
三
O
五
年
度
の
〕
ぽ
同
協
胞
か
ら
前
借
を
求

め
て
い
た
(
広
区
包
即
時同)。
即
ち
彼
は
す
で
に
そ
の
徴
税
開
始
期
の
前
に
そ
の

一
部
を
徴
集
し
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
は
彼
が
免
職
に
な
る
十
目
前
に
始
め

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
(宮
Z
R
・
同
お
1
AP

S
o

と
あ
り
、
ま
た
回
暦
三
一
九
日

g
包
山
口

(医
)月
末
頃
に
宰
相
と
な

り

(冨
U
W
-
H
・
N
H
川
町
三
〉
ユ
σ
EAF)、
三
二

O
年

Eσ
日
ハ
包
・
副
官
円
(
町
)

ア
ル
'
ホ
サ
イ
ン
・
ピ
シ

月
末
頃
(
九
三
二

・
五
・
八
頃
)
に
兎
職
に
な
っ
た

巳
・恒

g
a-HH7・

色

nUMH2
5
に
つ
い
て
、
三
二

O
年

目
σ円円
包
・
担
当
毛
色

(E
)
月
下

旬
噴
、

イ
ヲ
-一
ア
イ
タ
!
フ

彼
は
三
ニ
0
年
度
の
税
金
よ
り
の
前
借
を
求
め
、
徴
税
関
始
期
の
何
ヶ
月
か

ハ
ヲ
1
9
1

前
に
そ
の
半
額
を
支
出
し
て
し
ま

っ
た
。

即
ち
彼
に
は
一
一
一
一
九
日
}
同
品
位
年

度
(
印
自
白
骨
ω
巴
巴
仕
釦
円
削
官
官
)
の
歳
出
〔
致
定
〕
額
を
完
済
す
る
巧
み
な

手
段
が
な
か
っ
た
。
-

ア
ル
・
ハ
ス
イ
1
ピ

?

そ
れ
で
色
・
伺
白
色
宮
が
宰
相
に
な
る
よ
う
交
渉
さ
れ
た
が
、
ま
だ
三

一
九
年
度
が
三
ヶ
月
残
っ
て
い
る
の
に
そ
の
珠
算
は
ど
こ
に
も
な
い
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し
、
そ
の
上
三
二

0
年
度
も
半
分
し
か
な
い
と
一
去
っ
て
断
っ
て
い
る

ナ
ウ
ル
ー
ズ
・
ア
ル

・
ム
l

zmJミロ
N

m
早
宮
口
'

(冨
B
F
F
問
。
)。

こ
れ
ら
か
ら
原
則
と
し
て

グ
デ
イ
デ
イ
I

Z
門出岳

に
年
度
の
交
替
期
を
認
め
た
上
で
、
翌
年
度
分
よ
り
の
繰
上

げ
に
よ
る
財
政
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
根
底
に
嘗
該
年
度
の
歳

出
入
銀
算
額
に
つ
い
て
歳
計
上
の
年
度
濁
立
性
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
賓
際
の
徴
税
業
務
上
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
次
の
史
賓

か
ら
も
誼
明
で
き
る
。
回
暦
三

O
三
年

E
官

σ
(四
)
月

一
五
日
(九

一
六

・
一
・
二
五
)
に
宰
相
ハ
〉]日

σ
-
Q印仰

に
よ
っ
て
問
削
門
的

の
補

ハ
ラ
1
9
1

足
追
徴
税
法

(g
w
g戸
白
)
底
止
が
護
布
さ
れ
、
「三

O
二
何
百
円
削
宮
年

4

テ
イ
ル
ハ
ム

度
に
お
い
て
補
足
追
徴
税
法
民
の
た
め
に

Hwos-。
。
。
岳
岳
山
自

を

劃
酌
し
た
」
。
護
布
の
三

O
一二
年

E
官
げ
(
市
川
)
・月
は
ま
だ
三

O
二

ハ
ラ
I
MF
-

HE品
開
同
年
度
で
あ
っ
て
、
三

O
一二
宮
品
四
年
度
は
三

O
三
年

ιロ
デ
}
V
F

町一宮
v

(

盟
)
月
か
ら
始
ま
り
、

こ
の
税
法
は
三

O
三
官
同
門
削
宮

- 37ー

年
度
の
途
中
か
ら
康
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の
補

足
追
徴
税
金
の
穴
埋
め
と
し
て
、
果
樹
税
を
=
一

O
二
げ
白
山
町
四
年
度

の
依
損
分
だ
け
嘗
該
徴
税
官
代
理
に
試
み
に
徴
集
ざ
せ
、
三

O
三
年

度
か
ら
正
式
に
こ
れ
を
施
行
し
て
い
る
(
出
口
包
包
中
古
)。

と
こ
ろ
が
第
三
期
も
末
期
に
な
る
と
、
財
政
破
綻
か
ら
こ
の
年
度

イ
フ
テ
イ
タ
1
フ

濁
立
性
は
徴
税
開
始
期
の
繁
動
に
よ

っ
て
怪
し
く
な
る
。

こ
の
月

(一
一一一
一
四
年
曲
目
白
B
z
q
R
5
5
月
/
九
三
五
・
一
二
)
に
宰
相
は

、
ヲ
ー
ラ
ユ

ぽ
国
吋
凶
怖
の
徴
収
開
始
を
命
じ
た
。
人
々
は
こ
れ
に
騒
い
だ
(明日

F

斗同)。
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〔コ一二

九
年
/
九
四
」

・
四

・
初
頃
〕
〉

σヨ
白
色
ゲ
・

《〉
一
仲
{
白
ニ
ハ
ロ
叫
ん
]
は
す

ナ
ウ
ル

ー
だ
片
付

ハ
フ

少
ユ

で
に
第

一

zg円口
N

に
宮
「
同
胞
の
請
求
を
始
め

て
い
た
が
、
弘
和
削
船

ナ
ウ
ル

l
方

ア

ル

ム

l
h
v戸
イ

戸

イ

ア

ミ

l
ル

ア

ル

-
q
マ
ヲ
l

期
を

Z
白
老
門
口
N

丘
町
宮
己
《

g
全
島
ま
で
延
期
す
る
よ
う
〔
大

総

督
〕

回
M
A
N
e

T
白
ヨ

の
命
令
が
渡
せ
ら
れ
て
い
た

(ω
口
ロ
回
申
叶
)
。

〔
一三
一一
一
年

S
胤白
σ
月

下
旬
頃
〕
弓
ロ
云
ロ

omE一
は
徴
税
官
達
に
人
民
に
糾
問
す
る
〔
納
税
の
〕
督
促

を
う
な
が

し
た
の
で
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
不
法
行
震
を
行
っ
た
。
彼
は
期
限

ハ
ヲ

l
フ
コ

前
に

ぽ
白
「
附
町
の
徴
収
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
人
民
は
こ
れ
に
騒
い
だ
。

イ
ヲ
テ
イ
タ

1
7

そ
こ
で
徴
税
開
始
期
を

Z
問
看
吋
印
刷
同
]
宮
口
《門
回
全
念

ま
で
延
期
す
る
こ
と
、

:
・
が
布
告
さ
れ
、
人
民
は
一
息
つ
い
た
が
、
こ
の
布
告
は
守
ら
れ
な
か

っ
た

(ω
巳
即
日
ω
∞)
。
〔
同
年
〕
人
民
は

Z
血
者
『
口
N

色
白
冨
色
丹
回
全
企
を
待
つ

、一一ヲ

l
p
ユ

こ
と
な
く

g
d同
門
戸
月

(
九
四
三
・
四

・一

O
|
五

・
八
)
中
に
ぽ
同
門同町

の
支
緋
を
要
求
さ
れ
た
(
切
口
ロ

N
K
H
(
}
)

。

一
方
イ
ス
ラ
l
ム
暦
で
徴
収
さ
れ
る
税
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の

原
資
料
は
皆
無
に
近
い
が
、

同

cs-)釦
}
'
}
V
M
g
円
に
よ
れ
ば
、

〔
太
陽
暦
で
徴
収
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
〕
、

ヨ
ロ
』
帥
宮
ぶ
、
自
己
片
山

S
A白叫
、
人

頭
税
(
町
曲
者
同
ロ
)
、
水
車
税
(
白
与
町
)
等
々
に
係
る
税
種
は
同
ナ
ヨ
ロ

}
U
R
B
B

(I
)月
に
始
ま
る
太
陰
暦
に
よ
っ
て
支
排
わ
れ
る
。
.

と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
劃
し
て
二
つ
の
理
由
が
翠
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
収
獲
期
や
耕
作
期
、
生
産
物
の
保
存
な
ど
を
考
慮
す
る
必
要

が
な
い
こ
と
。

ハ
ヲ

l

p
l

二
、
太
陰
暦
年
と

げ
白
品
開
問
暦
年
と
の
約
十
二
日
の
差
を
理
由
に

政
府
(
印
三
百
ロ
)
が
都
合
の
ょ
い
と
き
に
こ
の
太
陰
暦
に
よ
る

徴
税
開
始
期
竺

き
め
る
ιー

と
が
で
き
る(9)。

こ
れ
に
よ
っ
て
太
陰
暦
に
よ
る
徴
税
が
不
定
期
で
、
し
か
も
太
陽
暦

士一フ

t
ジ

I

に
よ
る
宮
円
山
町
年
度
の
財
政
を
調
整
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
分
る
。

ニ
O
六
年
度
の

ハ
〉
ロ

σ
-
G印
刷

の
国
家
珠
算
表

(
後
述
)
に
は
人
頭
税
(
阿
国
当
山
口
)
、
市
場
税
、

5
2忠
弘
山
門
(
定
額

貢
納
)
金
な
ど
の
事
項
が
含
ま
れ
て
い
到
。
こ
れ
は
太
陰
暦
で
徴
収

ハ
ラ

I
U
I

さ
れ
る
が
、
そ
の
年
間
議
定
額
が
げ
白
品
四
年
度
の
珠
算
表
に
組
込

ま
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
、
げ
印

-B密
年
度
は
即
ち
曾
計
年
度
で

も
あ
り
、
園
家
財
政
の
収
入
源
の
大
部
分
を
農
産
物
租
税
に
頼
る
ア

- 38ー

ッ
パ

l
ス
朝
と
し
て
は
首
然
で
あ
ろ
う
。

イ
フ
テ
イ
タ

I
7

第
一
、
第
二
期
の
徴
税
開
始
期
に
つ
い
て
は
資
料
不
足
の
た
め
明

ら
か
に
し
が
た
い
が
、

二
三

の
例
か
ら
ま
だ
多
分
に
地
方
分
権
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

例
え
ば
回
暦
二
二
四
(
八
三
八
|
三
九
)
年
に

叶
白

σ同
三
回
目
口
、
岡
山
口
可
凶
口
、
ロ
ロ
ロ

σ凶
名
目
一
仏
の
総
督

。
各
白

y
σ
&
)
冨削』

ズ

イ

ヤ

ー

ル

ピ

ン

・

カ

?

リ

ン

イ

フ

テ

イ

タ

i
フ
・
ア
ル

N
-

可町

σ・
ρω
江
口
が
徴
税
官
に
出
し
た
手
紙
の
な
か
で
、
徴
税
開

・
ハ
ラ

I
P
ユ

始
期
に
閲
し
て
、

「
:
:
:
我
4

は
す
で
に
〉
自
己
と
巳
・
河
口
可
間
口
(
い
ず
れ
も
吋
目
σ白
コ
回
日
ロ

ブ

ン

タ

ー

ル

の
重
要
都
市
)
の
税
穀
仲
買
人

(
σ
z
E凶
吋
)
に
書
簡
を
迭
り
、
彼
ら
の
管
区

内
ラ

1
少
2

(
ぷ
民
ロ
即
日
)
に
お

け
る
ぽ
白
品
怖
の
決
済
会
的
同
即
時

-E)
を
同
町
(
ベ
ル
シ
ア
暦
W
)



月
末
ま
で
の
治
改
を
輿
え
て
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
知
っ
て
お
前
の
猪
嘗
税

額
を
調
べ
あ
げ
、
お
前
の
徴
税
匿
民
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
全
額
収
税

4

一デ
イ
ル
ハ
ム

せ
よ
。
残
額
を

一
任
吾
即
日

で
も
持
っ
た
ま
ま

巴
『
月
を
過
し
て
は
な
ら

E

、。

尤可

L

.

.

.. L
 

と
命
令
が
出
さ
れ
、

曲目・玄帥
N
ぞ
剛
司

{σ
・
0
凶
江
口
]
の
手
紙
が
徴
税
官
叫
息
帥
ロ

σ・曲目
E
M

吋
何
回
全
に
到

ハ
ラ
ー
ク
ユ

ハ
ラ
1
クユ

着
し
、
人
々
は
ぽ
同
門
同
胞
を
徴
集
さ
れ
た
が
、

全

日
}
同
『
勘
助
が
二
ヶ
月
間
に

徴
集
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
は
一
年
間
に
わ
た
っ
て
四
ヶ
月
毎
に
三
回
徴
集
さ

れ
た
(
吋
同
σ・
〈
ロ
-

N
∞h
p
t

∞印)。

と
あ
る
。

こ
の
二
ヶ
月
間
と
い
う
の
は
げ
ロ
邑
包

(
E
)
月
初
か
ら

ナ
ウ
ル
ー
ズ

嘗
該
年
の

ZM5円ロ
N

即
ち
同
門
白
・

昨
日
吋
(
町
)
月
末
ま
で
で
あ
る
。

〈
白

E
Z
(
I
)
月
一
日
は
計
算
上
四
月
二
五
日
頃
と
な
る
か
ら
、
嘗

面
の
徴
税
開
始
期
は
夏
至
を
や
や
過
ぎ
た
六
月
二
五
日
頃
に
な
り
、

収
獲
の
賓
情
に
則
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

(MF叫
】
(
中
部
イ
ラ
ン
)
の
鯨
部
に
任
命
さ
れ
て
い
た

ム
ー
サ
1

・M

巳・J
・7
a
H
I
・アル・カピ
I

ル

ア
ル・
今
タ
ヂ
イ
1

日
ω)
宮
口
印
似

σ・
∞
ロ
仇
叫
似
巳
・
関
与
凹
円
が
曲
目
・
冨
ロ

Zmw己
目
の
カ
リ
フ
と

な
っ
た
情
報
を
聞
い
て
二
五
五
年

g附
白

σ
(
市
川
)
月
に
首
都
町
民
同
'

円円印

ま
た
回
暦
二
五
三
年
色
目

(
吋
釦
ぴ
・
〈
戸

へ
蹄
任
し
た
と
き
の
事
件
に
つ
い
て
、
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:
・
宮
口
回
附

{σ
・
切
口
同
町
帥
]
は
二

五
六
年
度
の
徴
税
開
始
を
二

五
五
年

E
S
P

A
R
E
(
区
)
月
一
日
月
曜
日
(
八
六
九
・

八

・
一
二
)
に
き
め
、
そ
の
日
に

ヲ

イ

印。
-0

・0
0
0

色
町
宮
釦
ヨ
を
徴
集
し
た
。

そ

こ

で

包

-ms、
可
の
住
民
が
集
ま
り

ア
ミ
ー
ル

云
っ
た
。

「
総
督
様
、
貴
方
は
部
下
達
(
回
「
自
由
巧
包
昨
)
が

ω悶
g
R
S
に

瞬
間
る
こ
と
を
断
言
し
て
お
ら
れ
る
。
:
・
:
線
督
は
我
々
を
棄
て
、
我
々
か
ら

離
れ
て
い
〈
こ
と
を
決
心
し
な
が
ら
、
し
か
も
ま
だ
そ
の
耕
作
も
始
ま
っ
て

、ヲ
ー
ヲ
ユ

い
な
い
年
の
ぽ
白
「
帥
町
を
取
立
て
ら
れ
て
一
位
何
が
残
る
の
で
し
ょ
う
か
。

二
五
五
年
度
の
収
獲
の
大
部
分
は
す
で
に
総
督
が
近
ず
く
こ
と
さ
え
不
可
能

な
不
毛
地
か
ら
で
も

b
u鮮
と
し
て
取
立
て
て
し
ま
っ
た
」
。
し
か
し
総
督

は
立
去
り
、
我
々
が
述
べ
求
め
た
こ
と
に
心
動
か
さ
な
か
っ
た
。
:
・

(叶白

σ・
〈
ロ
・
印
企
)

こ
れ
は
中
央
政
府
や
納
税
者
側
の
意
向
を
全
く
無
視
し
た
例
で
あ
る

が
、
第
一
、
第
二
期
で
は
徴
税
開
始
期
の
決
定
楼
は
総
督
も
し
く
は

- 39ー

嘗
該
徴
税
官
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

.註ω
吋
白
ぴ
・
〈
H
F
a
y
〈
E
-
H自由
l昌
一
回
-B
恩
『
口
口
問
(
主
。
¥HO品
∞
波
)
い

同，

F
o
n
y『
Oロ
o-o間
回
、
。
同
白
ロ
n
Sロ件ロ曲目い昨
Oロ
♂
(
件
『
・
。
・
開
・

ω同
ny白
z-

F
o
E
o
p
H∞叶由)・

ω
N
1
8
(
ω
白

l
g
)
・
7
向
g
nE
F
(
ω
台
、
印
自
由
民
)
一
戸
市
印

匂
円
相
江
門
広
田
円
。
ァ
(
也
〈
o
z・
M
M

同同
-z-H∞由同
l吋
-3・
〈
ロ
F
N
C
m
u
H
σ
ロ
曲
目
・

の
堅
苦
日
(
包
叶
¥HNCO
渡
)
口
同

--Bロロ
g
N白
g

m

g
v円
即
日
}
曲
目
・
自
己
口
r

d

〈白・

-acg白
ロ
グ
(
国
同
可
品
川
肖
同

σ白
色
・
呂
町
叶
i
恒
国
)
・
〈
"
区
由
一
寸
白
》
ユ
ぽ
・
-

O
E
g
g
-
(、H，巾
F
a
p
E
H
ω
国)・

H怠
・
(〉
・
閃・

ω・
一戸
田
ヨ
σ件。ロ
u

〉ロ

白
nnog口同

O同
HFO
吋一酌円
F
r
z
o
c
g
g
-
∞
ω。
〉
ω・
M
-
F
H由
品
∞
・
、
、

戸
白
ロ
色
-o『
門
目
白
ロ
円
四
旬
開
白
白
血
ロ
H

Z

M

M

m

同印
F
P
O
H向。吋門戸

H

由印
ω・同
y

品目
)

U

州
内

-gσ

巳
・
】
世
間
唱
-
-
工
・
同
《

B
包
白
-・白
z
-
S
E可
同
者
同
『
ロ
凹
回
目
白
--E
回附
σ
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川園泌総体制

ト11¥'.lJ t'--同g(;' (amal (総額絵:a(mal) ~ r事~*l!â J r鋒

総J r欝誕」や純蛍.... y ま!.2 r尊重認鰍総」崎、J 革~.....)' 組ον
r 11経~ll!時刻」 徒、J-\令θゃいJJ~-"?~の。 1 -ft\ JJ(;' 同E さま 「申illl I 

顕 1;議」 徒、J-，.?制蛍.....)' ~~~華経穏期限総!.2匡←I'(l-，.?(;' tノ時~ ~ 

包 「書長休眠」 φ掛 1~保持~!.2藍.irI'(l r訴事仰」も号、J革患い。 JJ(;'
p、P会

ムd 小ぷ講堂草ヰ縦~I'I京￡伶(;' ~~良川事室(;'~尊重V JJ(;'~量~:包機

体制(;'眠~~塑!.2~唱I'(l園総務担球術以やニ』ノ鰻てt.!ニ。以 11\

-ぇ!.2-'-6ヰミ~' 者ま川畏(;'寺田尽!..2'

!Jafif al-Samarqan品 !日小。 al・Mu<ta<:!id i己-R""t\-'J~"'"
令、〈白、.'"令ト町、ー・ミJ:、.t(，I'¥"，"P--λ

<Ubayd AIl盃hb. Sulaymãn 長時嬰!.1開 ~~.;..!-'J 相J' -R_，=， l'¥ 也

事当!.1 1~1 (¥.;..!O r←t-!.1州裂さま冠王ミ' 李llll竜也桝童話Jν ニ時o ~:t!~点
ネt-.-JJ-

時.(""1Þ< 3Hト\1ト〈唱とL1長細4眠時 .;..!l奇!.1瓶詰重~I!ID. (nawahi) E;' n芸 E語、~
争、 ~ ，ミ

尽z、.;..!二。1'\'E;'.;..!~1It主事話機体燃やと蛍_)'や与;~~S -'JI)t('!.1

.，.;>..;..!.û、 ~O mト~!.1 ~ ~ ~J -'JO <Ubayd Allah [b. Sulayman] :t! 



こ
れ
を
書
記
官
や
官
践
の
官
吏
達
に
話
し
た
。
彼
、ら
は
約
束
し
た
が
、
そ
の

猶
噛
臓
を
求
め
た

O
i
-
-
-
(回
忌
巴

N
H
S

ア

マ

ル

と
あ
っ
て
、
カ
リ
フ
に
よ
り
珠
算
表
の
作
成
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

イ
プ
ン

・
ア
ル

・
フ
ラ
1
ト

こ
れ
を
聞
い
た
拘
禁
中
の

冒
ロ
釦

F
F同
伴
兄
弟
が
珠
算
表
作
成
に

ア
ブ
ル

・
7

乗
り
出
し
た
、
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
ヒ
ラ
l
ル
所
収

〉

σロ
デ

ア
ド
ウ
ル

・
ム

ハ

シ

マ

ド

・

ピ
レ

・

ア

フ

マ

ド
・
ピ
ン
・
ア
ブ
ド

ウ

ル

ハ

ミ

I
ド

明
白
色
一
日
冨
Z
O
ω
B
B
ω
円四

σ・
〉
}VB包
ー
σ・
円〉
σ円
四
色
'
恒
ω自
己

(
N∞
叶
¥

。
。
。
波
)
の
著
書

〉ぽ
σ凶
吋
げ
己
民
句
切
ω巴
ナ
ハ〉
σσ
倒
的
よ
り
の
引
用

ア
ル

・
ム

l

hタ
ミ

ド

ア

ル

・

文
中
に
詳
.し
い
。
カ
リ
フ
色
白
冨
笠
宮
B
E
の
弟
で
、
執
政
の

mLa

ム

V

ツ

フ

ア

グ

ω

イ
え
マ

I
イ
i
ル
・

ピ
uv
・
プ
ル
ブ
ル

冨
信
者
同
時

2
の
死
直
後
、
宰
相

回目日
間ハロ

σ・
∞
己
σ丘

と
と
も
に

デ
イ
1
7
1
v
・
ア
ル
・
サ
v
l
ド

(門出話
一山
口
巳
'ω一
回
当
包

1
税
務
廟
)
を
鎗
嘗
し

ア
ル
・
サ
ワ
l
ド
臆

て
い
た

同

σロ
回
目
・
明
戸
】
「
削
同

ヒ員
自マも
plド、
:j 
ELZれ
町に

ロー-CJ， ~萩
門'中
カ)' ，こ
こ あ
のつ
著た
者が

lミヨ
u・

〈
炉・・4
炉・・唱

炉司

>-' 
ιn 
00 

兄
の

「
ゃ
あ

〉
σ凶

--m，弐
}
{
よ
、

今
や
世
界
は
一五
い
つ
く
せ
な
い
ほ
ど
荒
厳
し
、

諸
金
庫
は
空
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
政
務
は
新
カ
リ
フ
に
委
ね
ら
れ
た
ば

イ
ヲ
テ
，
n
タ
l
7

か
り
で
あ
る
。
だ
が
徴
税
開
始
期
ま
で
ま
だ
時
が
あ
る
。
私
な
ら
ば
毎
日
の

ナ
フ
ア
ヵ
l
h
r

ヂ

4
1ナ
J
1
t
p

首
都
(
即
ち
中
央
政
府
)
の
支
出
(
ロ
え

Z間
同
)
口
三

0
0

門
出
ロ
母
を
領
収
と
支

携
の
限
界
に
感
じ
て
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
・
・
」
ん

と
語
り
、

こ
れ
は
宰
相
ハ
ロ
σ恒三一
一
〉
ロ
凶
げ

σ・
ω己
ミ
一
-B凶ロ

に
停
え
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ら
れ
、
宰
相
も
巳
・
昌
広
〈

g円
叫
互
に
、

ア
マ
凶
作

「私
は
珠
算
表
の
知
識
を
あ
ま
り
持
合
せ
て
お
り
ま
せ
ん。

HU
ロ
包
匂
ロ
円
曲
作

兄
弟
は
す
で
に
徴
税
業
務
や
税
額
の
こ
と
を
知
っ

て
お
り
、

こ
れ
(
議
算
表
)

に
つ
い
て
必
要
な
知
識
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
」

と
進
言
し
、
後
述
の
よ
う
な
珠
算
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
(出
口
忠

P

l
H
O
)
。
こ
の
嘗
時
は
第
二
期
の
軍
閥
相
互
の
闘
争
や
二
十
年
近
く
に

わ
た
る
ザ
ン
ジ
ュ
の
叛
飽
か
ら
中
央
政
府
の
直
轄
州
と
い
う
べ
き
ア

ル
・
サ
ワ
l
ド

(巳・
ω
m
w
J
弓
削
門
戸
一
低
イ
ラ
l
ク
)
を
回
復
し
た
ば
か
り

で
あ
り
、
地
方
で
は
小
王
朝
が
分
立
し
、
こ
れ
を
再
征
服
す
る
途
上

に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
著
者
が

「俸
鮪
は
金
一
面
的
に
支
給
せ
ね
ば

な
ら
ず
、
物
資
は
不
足
し
、
資
金
は
窮
乏
'し
て
い
た
」
(
出
己
包
@
)
と

- 41ー

述
べ
て
い
る
よ
う
に
財
政
は
破
産
状
態
で
あ
り
、
そ
の
上

「す
で
に

内
ラ
ー
ジ

ユ

〔
前
宰
相
〕
目的
B
吹
ロ

σ・
切
三
σ己

は
ア
ル

・
サ
ワ
l
ド
の
U
mw
品怖

を
年
に
二
年
分
徴
収
し
て
い
た
」
(
出
戸
包
呂
)
と
い
う
有
様
!で
、
ま

た
こ
れ
と
連
関
し
て
タ
パ
リ
l
に
、

-
園
庫

(σmq-件
釦
ナ
ヨ
包
)

の
金
が
費
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
き
、

宰
相

ヂ-
4守
1
ウ

[
目
印

E
m
--σ-wz-FE]
は
私
領
地
の
所
有
者
(
回
忌
附

σ
白ケハ双
山bh)
に
彼
ら

ハ
ラ
1
9
2

の
土
地
か
ら
架
空
の
年
度
(
的
自
己
自
己
σ
ZS
白)

の
ぼ
曲
円帥町

を
要
求
し

た
。
:
・
:
・
(
叶
白
σ・
〈
H
H
F
H
m
m
山l
印
由
)

と
あ
る
よ
う
に
、
財
政
上
の
年
度
性
は
全
く
放
棄
さ
れ
て
い
た
。
従

っ
て
こ
の
と
き
の
議
算
表
は
こ
う
し
た
事
態
を
収
拾
す
る
よ
う
作
成



538 

項 日 |給(d興in月ãr額~ I同日数(dinar) 備 考

1 1歩兵除など…ba1… 1 c叫 0001~ 令官吏俸給 " 黒人 300din盃r

21親衛傭兵除仙an
aI-b勾号a)俸給

… 1 60 11，000ドI-Muwaffaqによって即れ
" 自由民の分自主に加入

31川除俸M給u'tacIidの奴隷箪 1135，0001 90 11，5001 aI-I:Iugari傭兵隊

4 
al-mugtar (選土)達の

42，000 70 醐 EEKあhE町Eらw田ゆaYhlるdaふ指qm!a締Bk官噌uMn暦ud!盃mかjMZhら凶らA選τのdaばk奴raれ隷tBg，kaak ml ， 
俸給

奴毅

l…抗ならび に 1 60，0001120 1 
ドI-GabaI 諸一 L る Agar

5 I a俸1-給mumayyaz騎兵隊 60，0001 120 5001 bay主主nの長 Ibn Abi Dulafの
指揮下

|明る詰奉職 | 6 1 (者!}i俸dm給at al-dar)被命 3，3001 30 1 
鼓手ら

lBatdadの間 (ra l l | |警吏 阿武装警備隊吏(ma 
7 I sm aI-surta) 受給者 6，0001 120 50号亘1吏1り)(，m守d衛号i，典獄，巡濯諸 ，税

と代理官達 開 ri)ら

|町a奴I-r隷na四malikω1
仰い|

3001 高級霞官や指揮官が捻蛍軍医につ8 1m亘n aI-mamalik) 食
糧費 いて掌る

豆ha蔚~~a 用ならびに沼mma 用の
9 厨房費 10，000 11 333U 房，製バン所経費，後宮およ

び宮廷関係者食糧， 黒人用製パン
所等経費

一日および l 3，0001 11 1 
l飲料手嘗費衣裳賞服香料等

100諸庫維持費，洗浄水， 浴場用水，
〈垣mma 用調度費ほか

鎖，胸嘗修繕費

12いJ1 
41山号r 各倉庫厨房製バン所

宮殿ほか用

川親衛傭兵なら川毅|
傭兵俸給 1 50 1 

1671自由同えられて叩者

丸0い 100立師，靴工，紙工ほか職人および
武器庫，鞍部庫の感官と敬人

与Qお量a寺よs号raびa運l用-T搬，in用'a付， mma用， 般乗用15 
馬糧費 12，000 " 400 荷物運搬用駿馬，

a Q 付属の 5種の厩舎。
間関係者報酬を 含む

" 1
66
% 1 

1，5001 50 I 

1，5001 50 1 301室内装飾家具 絞 殺 銀等諸庫。
助手，運搬者の報酬を含む

4蝋 オリーブ油費 小3川61色|

- 42ー
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項 目 |今思r?1同日数I(Jln~)1 備 考

191 :具職人，罪逮馬係俸|
15いJ1 

2叫45 I44Ya I 
ペ室長なら吋堅閤俸| 昨OJ1

23Ya 1獅の察知む

1 35 Iγ吋日¥'，2，5001 35 1(+ 餌費，
1号'I)諸道具係や勢子の給輿を含む

5∞(30J 116% 1早輪艇迭船，題等運搬船，翰重船，遊覧船，

120
1 " 1 

41ナフサ ラ γ プ燈用ナフサ泊
燈芯等費および係の給奥

ぉ |義掲金同qa

4dM…kkiI の子|
孫給費 1件30J133Ya 1 (補註〕第10代カリフ

271 : 9フの子町子給! 5001 " 116% 1 :嘗l拍該カlhリuフdiは，aalMl・W凶号aiqci，nなど

281山 W向の王子|
ら給費 ベ" 1 " 1 (Abd aI-Waゎidとその姉妹

291 ~俸1-給Hãsim 家の長老ら 1 付"1 
201開 dの…の設教師司祭

らを含む

01山 b時 aI-Ta出|
家絵費 " 1 3引受給者 4脚 人

I~宅叫 A帥| I，500|| H ||〔3+3%||〔補註JaI-Qasim分が股落311 b_ Sulayman および
その子 aI-Qasim俸給 16%J 

文官吏俸給および諸経
高等書記官，諸官鹿官吏，文庫官，

32 4，700 " 
156% 門街， 主主連吏，下働きら。帳簿，

費 巻紙，紙等費。吏ただし現金慮理を
行う機関の官 を除く

331 !俸裁br給判ah〔i長m〕お官よ IびsJ:!補aq佐官il 5001 仰い6%13人の法理献(願問)時含

341 …奉仕係給 費 叫" 1 3Ya 1モスク維持諸経費を含む

1，吋 11 501囚人の食物費，その他を含む

361阿川橋維持費 判 11 1 
101舟，綱費，橋係俸給など

ペ aI-5a(凶病院維持費| 450 151諸科の笛師，助手 患者食費繋
代，飲物費など

合 計 17，ω1 (正し くは 仰 2/21伽 rJ

〔補註〕備考に嘗る部分は簡略にした。

-43ー
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さ
れ
た
も
の
で
、
歳
計
規
模
も
小
さ
か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
こ

の
預

算
年
度
の
記
述
は
な
い
が
、
〉
}
M
H
H
M

白色

σ・
包
匂
ロ
円
山
門

が
宰
相
に
、

フ
マ

ド

・
ピ
ン
・
ム
ハ
シ
マ
ド

・
ア
ル

タ

I
イ

l

「宰
相
は
〉
σヨ
白
色
寸

-Z
Z
}
E
5
5
m凶円同色
'叶
叫
ぶ
と
私
の
弟
ハ
〉
ーロ

σ・

宮
口
E
5
5包

{σ
・同
--m，ロ円削円]

私
と
彼
ら
と
で

の
伺
候
を

ト~ ^ 
o 官官

，じ

波
頭
さ
せ
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
」

(
出
尽
に

と
要
請
し
て
い
る

〉
}VS白色一一

σ・
宮
口

}vmwgg包
e

丘
、
吋
削
〉刊
は
タ
バ
リ

l

(
〈戸
広
∞
)
に

よ
れ
ば
、
回
暦
二
八
一
年

bmcB包
凶
「
削
在
日
(
羽
γ
)

月
二
四
日
(
八

九
四

・
八

・
末
)
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
や
前
後
の
事
情
か
ら
回
暦

二
八

0
年
度
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
珠
算
表
は
歳
出
致

定
の
日
額
J
F
C
0
0

門
戸
宮
町
に
合
せ
て
歳
入
が
協
議
さ
れ
た
が
、

歳
入

部
門
は
融
自
し
か
残
ら
ず
、
歳
出
部
門
の
み
細
目
が
あ
る
が

ま
だ

ア
ラ
ビ
ア
語
以
外
で
は
ど
こ
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

や
や

ま
と
め
て
後
者
の
み
表
に
し
た
。
こ
の
政
令
は
二
年
間
(
二
八
O
|

八
一
年
)
施
行
さ
れ
て
い
る
(
出
ニ
也
記
l
N
N
)
。

こ
の
ほ
か
少
く
と
も
史
料
の
俸
え
る
と
こ
ろ
を
拾
っ
て
み
る
と
、

ザ
!
ピ
ト
・
ピ
レ
・
ス
イ
ナ
i

u

ω

パ『
仰向)同門

σ・
ωヨ
山
口
に
よ
れ
ば
、

ヒ
ラ

l
ル
所
収ア

リ
1
・
ピ
ン
・
ィ
l
l品

v
l

「
私
は
彼

(
F
E-σ
・
《回目帥)
が
三

O
六
年
に
全
閣
の
歳
入
と
歳
出
の
た
め
に

ア
マ
ル

作
成
し
た
漁
算
表
を
鍛
ん
だ
の
ち
、
:
:
・
」
(
E
Z
包

ωNω)

と
あ
る
。
こ
の
回
暦
三

O
六
年
の
珠
算
表
は
歳
入
部
門
の
み
の
細
目

が
後
世
の
寓
本
に
残
っ
て

い
て
、

〉
-〈
・
同
日
呂
町
吋
が
己
σσ
巾円円目白印

何
百
口
同
町
ヨ
巾
ぴ
ロ
門
芯
巾
丹
内
同
巾
印

〉
σσ
白色門
rwロa
刃
包
n
v
g一
〈
O
口戸

】
同
『
凶
『
。

ω
。。国・

3
51UHむ
)
に
紹
介
し
て
い
る
。
一一一

一
九
年
目
町
釦
σ
(市
川

)

月
に
宰
相
に
な

っ
た

(
冨
E

P

-
-
N
H
N

二
〉
ユ
σ
E
H
)

[〉

σ口一
-
C
同
包
ヨ
]
色
。
間
内
包
毛
白
ι一同巳

は
彼
に
と
っ
て
必
要
な
逼
迫
せ
る
支

ア
マ
ル

出
の
た
め
の
珠
算
表
を
作
成
し
、
ま
た
軍
務
鹿
と
支
出
擦
の
各
長
官
に
よ
っ

て
別
個
に
作
ら
れ
た
珠
算
表
の
草
稿

3
2岬
)
を
得
た
。
そ
の
必
要
額
は
彼

の
汲
算
表
よ
り

M
OO
-
c
g
内
出
口
町
も
多
か
っ
た
。
・・・吋
0
0

・8
0

金
口
身
の

依
損

(SmN)
が
あ
っ
た

(冨

zr・
F
N
H
叶)。

ア
ル
・
*
ザ
イ
ン
・
ピ
ン
・

ア
ル

・
ヵ
ー
ス
イ
ム

巳
・
司

5
5己
σ・釦一
-
C凶印
F
B

ま
た
宰
相

に
よ
っ
て
三
二

0
年
度
の

-44-

珠
算
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ス

ー
リ
l
の
三
二
九
年
の
篠
に
は
、

ア
ミ
l
ル
ア
ル
ウ
マ
ラ
l

ア
l

〔
大
総

督〕

切同町一一宵白ヨ

は
諸
々
の
徴
税
医
に
お
け
る
税
収
の
た
め
の
諸

珠
算
衰
を
作
成
さ
せ
る
た
め
に
書
記
官
逮
を
召
集
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
計

略
で
あ
っ
た
。

:
・
(
明
ロ
ロ
広
斗
)

と
あ
っ
て
、
こ
の
年
に
寅
際
に
珠
算
表
が
作
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
、
大
総
督
時
代
で
も
珠
算
が
原
則
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の

V
芦
イ
I
ル

ア

マ

ル

よ
う
に
第
三
期
で
は
宰
相
も
し
く
は
そ
の
補
佐
官
は
珠
算
表
の
知
識

を
持
つ
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
一

、
第
二
期
で

ヒ
サ
ー
ブ

は
決
算
書
と
も
云
う
べ
き
さ
印
刷
σ
(計
算
書
)
の
作
成
が
重
要
覗
さ



れ
て
い
る
。

タ
パ
リ

l

(
謡
w
N
ω

品
)
に
よ
れ
ば
、

ω削
gmw門
司
凶
建
設

嘗
時
の
こ
と
で
、
宰
相
の
決
算
に
不
正
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

〔
回
暦
二
二

O
年
(
八
三
五
)
〕
包
芯
吋

(
E
)
月
色
・
去
な

g
台
自
は
巳
・
0
凶'

A

巳
に
到
着
し
た
と
き
、
〔
宰
相
〕
包
匂
白
色

σ・
富
民
垣
間
ロ
と
そ
の
一
一
族
に

糾
問
し
て
立
腹
し
、
彼
ら
の
手
で
出
納
さ
れ
た
額
を
提
示
す
る
こ
と
を
命
じ
、

ヒ
守

1
7

回
「
司
回
全
を
軟
禁
し
た
。

彼
の
計
算
書
の
作
成
(
円
即
日
間
】
)
に
閥
し
て
怒
を

蒙
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
--

と
あ
っ
て
、
計
算
書
の
作
成
は
慣
例
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
地
方

政
府
の
中
央
政
府
に
劃
す
る
関
係
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

ア
ル
・
マ
ン
ス

l
ル

ア

ル

・

マ

フ

デ

一

イ

l

同
}
・
冨
同
ロ
包
吋

、が
同
]
・
冨
同
町
内
回
目

e:.ラ第

Eィ代
々カ

リ
フ

を
皇
太
子
と
し
て

の
総
督
に
任
じ
て
い
た
と
き
、

彼
(
曲
-
・
富
田
町
内
出
)
の
書
記
〉
σ同門
Cσ
ミ
仏
〉
口
同
町
に
〔
白
ナ
河
田
可
回
、
の
〕
公

庫

(σ
喜
一
同
色
E
B包
)
に
お
け
る
支
出
と
管
理
を
許
し
て
い
た
。

彼
は
色
白

富
田
町
内
出
と
長
い
間
色
・
河
田
可
可
に
滞
在
し
、

E
額
の
金
を
支
出
し
た
。
白
ナ

呂
田
町
去
が
首
都
に
鯖
任
し
た
と
き
、
白
「
呂
田
ロ
包
『
は
〉
σロ
円
d
σ
a
A
H

ヒ
ザ
iプ

〉
-gz
に
彼
の
手
で
出
納
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
計
算
書
の
提
出
を
要
求

し
た
。
・
:
・
(
の
田
町
w
-
H
N叶
)

と
俸
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
事
後
承
諾
を
中

央
政
府
も
し
く
は
カ
リ
フ
に
求
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

ま
だ
計
董
財

同
町
門
戸
口
丘
・
閉
山
間
・

541 

政
と
は
云
い
が
た
い
。
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

タ
グ
デ
イ
l

ル

印

公
仏
時
代
の
歳
入
の

E
O円
四
日
円
(
見
積
)
書
は
収
支
の
均
衡
を
考
慮
し

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
手
績
も
不
明
確
で
あ
る
。
第
二

期
半
で
は
タ
パ
リ

l
の
回
暦
二
五
二
年
の
僚
に
、

ト
ル
コ
兵
、
一
般
傭
兵
ら
の
俸
給
は
こ
の
年
に
年
間
必
要
領

が
M
O
O
-
c
o
o
-
。
。
。
門
出
口
問
「
に
達
し
た
。
こ
れ
は
全
帝
閣
の
租
税
の
二
年
分
に

蛍
る
(
叶
白
σ・
〈
ロ
・
印
H
N
)

。

と
あ
り
、
数
字
は
と
も
か
く
、

マ
グ
リ
プ
丘
九
、

財
政
の
計
董
性
は
全
く
認
め
ら
れ
な

。
次
に
園
家
珠
算
表
の
編
制
手
績
と
そ
の
審
議
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

二
八

0
年
度
の
場
合
で
は
ヒ
ラ

1
ル
所
収
〉

σロ
ケ
司
回
全

σ・
円
〉

E

白-・恒白

B
E
に
よ
れ
ば
、

ー45~ 

〉
σロ
て
〉
σσ
倒的[〉
}dB白色

σ・同

--M吋
己
吋
間
同
]
と
〉
σ凶
「
信
一曲目白白

[FEFσ
・

曲目
'
H
2
』
『
悶
仲
]
は
樟
放
さ
れ
、
[
〉
ザ
ヨ
白
色

σ
・
冨
ロ
ザ
曲
目
目
白
色
]
同
日
'
吋
帥
ぷ
と

国

--zp、同
--C白
旬
、
切
削
弓
口
朗
自
削
ナ
〉
ニ
同
、
同
色
白
〉
目
時
国
-
等
々
こ
れ
に
係

る
徴
税
業
務
を
彼
に
請
負
わ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
し
、
:
:
:
(
出
己
箆
忌
)

グ

-a
ミ
U
J

一
徴
税
請
負
人

と
あ
っ
て
、

(
仏
凶

S
E
)
と
の
協
議
の
み
で
作
成
さ

こ
れ
は
む
し
ろ
異
例
と
い
う
べ
き
で
、

ア

マ

ル

り
下
級
機
闘
が
作
成
し
た
各
種
の
議
算
表
を
綜
合
し
た
。
回
麿
二
一

五
年
、

J

百
円
.
一
行
品
川
町
ぽ
第
二
次
宰
相
着
任
(
(
〉
コ
σ

H

N
汗
冨
庄
内
・

「
諸
種
珠
算
表
を
ま
と
め
た

れ
て
い
る
が
、

通
例
は
や
は

F
z
r
E
E
}
2
0
)
後、

た
だ
ち
に

(
冨
抗

w
-
F
E
H
)」
が
、

ヒ
ラ

l
ル
(
出
回
l
H
N
)

に
よ
れ
ば
、
そ
の
基
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礎
資
料
と
し
て
特
に
徴
税
請
負
人
達
の
徴
税
請
負

(
心
山
口
戸
山
口
凶
丹
色
'

己
ロ
ヨ
回
口
M
W
〉

)

の
情
況
を
知
る
た
め
、
反
封
涯
の
元
宰
相

百
口
同
「

ヒ
シ
ヤ

1
ム

ピ

レ

・

ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ

1

国
広
山
口
凶

σ・
ハ〉

σ門
同
〉

-
E
F

明
ロ
吋
山
門

に
属
し
て
い
た
書
記
官

の
協

力
を
求
め
て
い
る
。
彼
は
そ
の
内
容
を
詳
細
に
説
明
し
て
か
ら
、

「
・目

・
私
は
す
で
に
現
金
化
可
能
(
回
イ
帥
ロ
)
の
彼
ら
の
設
努

(
町
三
旦
・
向
山
由
江

の
複
数
形
)
と
彼
ら
の
負
課
領
、
迭
金
雄
問
額
な
ら
び
に
政
務
内
容
を
付
記
し

ア
マ
ル

た
科
料
者
設
劣
の
残
額
等
の
総
日

(
5巴
)
を
記
し
た
珠
算
表
と
そ
れ
ら
の

ア

マ

ル

一
項
目
毎
の
残
額
に
闘
し
て
細
目
を
付
し
た
(
自
民
白
羽
白
]
)
珠
算
表
を
準
備

し
て
来
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ

て
領
収
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
云

っ
た
。
内〉
ロ

σ・
《同印闘

は
そ
の
謹
努
を
確
か
め
る
た
め
、
イ

ン
タ
官
に
渡
す

よ
う
命
じ
、
二
つ
の
珠
算
表
は
受
取
っ
て
讃
ん
だ
0

・・

と
あ
っ
て
、

む
し
ろ
異
例
の
資
料
蒐
集
も
行
い
、

《〉
-Fσ

《同
印
聞
は
弟
《
〉
U
門目白一・閉山白

-vg帥
ロ
と

ω己
同
司
自
帥
ロ

σ・
巳
・
伺
白
印
同
ロ

に
諸
{目
隠
の
官
吏
達
(
も
し
く
は
長
官
達
)
が
提
出
す
る
徴
税
請
負
人
や
税

務
官
逮
に
係
る
諸
種
珠
算
表
の
綜
合
(
同
て
曲
目
白

-
5
5
包
・
吹

g
同
C
i---
な

ど
に
つ
い
て
助
力
を
求
め
、
彼
ら
は
確
約
し
た
(
出
口
同

-
2
3
0

と
あ
る
よ
う
に
、
宰
相
お
よ
び
そ
の
専
門
官
と
の
聞
で
珠
算
表
の
綜

合
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
回
暦
三
二

O
年

Eσ
虫
色
・
仰
向
}
一
昨
(
町
)

月
に
お
け
る
三
二
O
曾
計
年
度
の
園
家
珠
算
表
作
成
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

ア凶作

・
ウ
ス
ー
ル

〔
宰
相
〕
白

-
d
gミ
ロ

σ・
巳
ゐ
同
白
山
同
国
は
総
務
系
(
巳
・

5
巴
)
な
ら
び
に

ア
ル
・
ア
ヌ
4
ン

マ

叉

4
マ
l
ム

監
査
系
(
包

'
S
E
H
E
R
N即
日
帥
ヨ
の
複
数
形
)
諸
官
鹿
長
官
達
の
有
効
性

ナ
ワ

l
k
l

・

の
あ
る
草
稿
|

|
こ
れ
ら
に
は
諸
徴
税
医
の
〔
篠
笈
な
〕
税
収
も
、
そ
の
収

ア
l
マ
l
ル

納
が
危
ぶ
ま
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
が
ー
ー

を
得
て
諸
縁
算
表
を
綜
合

ナ
ヲ
ア
カ
』

ト

イ

ル
チ
イ
ヴ
ア
l
ウ

し
た
が
、
〔
歳
〕
出
を
な
る
べ
く
〔
歳

〕
入
に
近
い
よ
う
に
見
積
っ
て
い

ヲ
ル
ム
タ
タ
ヨr
イ

ル

ア

マ

ル

た
O
i
-
-・
〔
カ
リ
フ
〕
巳

s
g
E
G
S門出『

は
こ
の
議
算
表
を
〔
最
高
監
査
臨
長

ア
ル
ハ
ス
イ
1
ピ
l

官
〕

白
ケ
但

3
5
F
に
渡
し
て
逐
次
調
査
す
る
よ
う
命
じ
た
。

白
-a咽

8
5
F
は

と
・
司
己
的
喜
一
口

σ・
白
-aC同
包
自

が
欺
騎
行
魚
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
後
見
し

た
。
卸
ち
諸
徴
税
医
よ
り
の
収
納
見
込
額
に
、
す
で
に
政
府
の
手
を
離
れ
て

し
ま
っ
た
:
:
:
の
よ
う
な
諸
徴
税
区
の
税
金
を
加
え
、

:
:
:
〔
歳
〕
出
の
項
か

ら
軍
除
、
側
近
ら
に
劃
し
て
彼
自
ら
増
給
し
た
増
額
分
を
削
り
、
収
納
見
込

ヂ
一
イ
守

l
ウ

額
か
ら
賀
却
慣
の
私
領
地
の
税
収
を
削
除
し
て
い
な
か
っ
た
。

白-
・岨

8
5
-

ア

マ

ル

は
報
告
書
を
作
成
し
曲
目
s

冨
ロ
ρ
広
島
町
に
提
出
し
た
。
・
・
・
(
沼
町
w・
F
N
N
m

l
N叶
)

- 46ー

こ
の
と
き
の
珠
算
表
は
宰
相
が
自
己
の
政
治
的
地
位
を
安
泰
に
す
る

た
め
、
収
入
項
目
を
故
意
に
多
く
見
積
っ
た
り
、

必
要
な
支
出
を
隠

し
た
り
し
て
、
歳
入
お
よ
び
歳
出
の
最
終
総
額
が
相
等
し
い
に
す
ぎ

な
い
珠
算
の
車
な
る
形
式
的
均
衡
を
意
聞
し
た
い
わ
ゆ
る
紙
上
均
衡

の
み
の
珠
算
で
あ
っ
て
、
最
高
監
査
(
含
当
副
名
目
ロ
包
B
m凶

N
F
8
5白
)
聴

長
官
に
見
破
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
確
定
す
る
よ
う
カ
リ

マ
ロ
ユ
リ

ス

フ
の
命
令
で
全
書
記
官
が
召
集
さ
れ
、
禽
議
に
お
け
る
宰
相
と
最
高

監
査
鹿
長
官
の
割
論
審
議
の
結
果
、
宰
相
の
敗
北
と
な
り
、
菟
職
ざ



せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
珠
算
に
謝
す
る
承
認
権
が
カ
リ
フ

よ
り
む
し
ろ
書
記
官
ら
の
官
僚
の
曾
議
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

特
に
監
査
系
官
聴
や
最
高
監
査
聴
の
役
割
は
注
目
に
値
い
す
る
。
こ

の
と
き
で
は
宰
相
の
年
度
濁
立
性
の
無
現
か
ら
財
政
は
凱
れ
、

国
同
門
ロ
ロ

σ
-
b
R
F
へ
巳
・
窓
口

o
g
e
J
ま
財
政
を
建
直
す
た
め
に
色
主
C
A
a

f

の

従

兄

弟

」

l

g
e円
が
諸
官
臆
監
査
激
(
印
刷
山
田
自
民
国

--E項
削
若
宮
)
を
直
接
援
任

し
、
〔
宰
相
〕
包
a

伺

5
ミ
ロ
に
は
総
務
系
諸
官
鹿
(
仏
国
当
阻
若
宮
包
・

5
ロ】)

の
み
を
檎
蛍
さ
せ
る
よ
う
進
言
し
た
。

:
:
:
:
・
色
白
伺
同
伯
仲
玄
が
最
高
監
査

タ
ワ

1
ウィ
ー
ン
・アル
・アヌイシマ

(色
白
君
附
耳
古
色
ゐ
注
目
自
白
)
を
援
任
さ
れ
た
(
富
岡
的
宵
・
戸
時
由
)
0

と
あ
る
か
ら
、
最
高
監
査
聴
は
珠
算
の
立
案
な
ら
び
に
執
行
を
行
う

宰
相
と
は
濁
立
し
て
、
純
然
た
る
財
政
監
督
特
に
歳
計
監
督
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
監
査
聴
は
第
三
代
カ
リ
フ

ω-e
富
田
宮
岳
が
回
暦
二
ハ

二
(
七
七
八
l

九
)
年
に
創
設
し
た
も
の
で
、

同
門

E
税
務
監
査
臆

の
ほ
か
数
種
の
監
査
聴
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
吋
与
・
〈
F
S
Y

の
ち
加

-
E
S。
回
暦
一
六
八
年
に
は
更
に
こ
れ
ら
を
組
括
す
る
最
高

監
査
臨
(
岳
語
、
山
口

N
-
B凶
ヨ
巳
gω
民
自
包
同
)
が
設
け
ら
れ
た
が
(
叶
ωσ
・

〈
戸
ω
白
一
の
白
}
回
仇
山
・

5
2、

こ
れ
は

「
全
監
査
醸
の
上
に
立
つ
監
査

を
執
行
す
る
場
合
、

円
四
回
当
似
者
向
ロ

ω
Z
N
-
5
5同
(
最
高
監
査
)
を
槍

嘗
し
、
す
べ
て
の
監
査
聴
に
あ
る
人
物
を
任
命
す
る
。
:
:
:
」
と
あ

543 

る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
職
権
を
意
味
す
る
色
白
若
山
名
古
川
乙

-RFS目白

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
創
設
の
動
機
を
示
す
直
接
の
責

料
は
な
い
が
、
第
一
、
第
二
期
で
は
歳
計
監
督
よ
り
も
む
し
ろ
多
分

に
官
吏
の
監
察
に
重
貼
が
置
か
れ
て
お
り
、
首
該
総
務
系
(
お
】
)

官
聴
の
権
力
を
牽
制
し
た
と
思
わ
れ
る
(
叶
与
・
〈
戸
主
。
1
2
一

〈
戸
N
ω
ω
1
2
一
の
ち
仙
・

5
F
E∞
・
見
。
)
。
要
す
る
に
業
務
の
執
行

を
監
督
す
る
わ
け
で
、
回
暦
三
二

O
年
の
例
か
ら
総
務
系
宮
聴
が
作

成
し
た
議
算
表
に
嘗
該
監
査
系
官
鹿
の
連
署
も
し
く
は
付
属
書
類
を

付
け
る
歳
計
の
事
前
監
督
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
監
査
聴
が
巌

密
な
意
味
で
の
曾
計
検
査
即
ち
事
後
監
督
を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
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は
資
料
の
黙
か
ら
明
ら
か
に
じ
が
た
い
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
承
認
さ
れ
た
務
算
の
執
行
に
つ
い
て
で
あ

長]円

σ・
9
凶
の
第
二
次
宰
相
時
代
に
開
す
る
記
述
の
中
に

る
が
、

や
や
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
回
暦
三
一
五
(
九
二
七
)
年
、

彼
が
宰
相
に
就
任
し
た
と
き
、
財
政
は
逼
迫
し
、
議
算
執
行
に
強
行

手
段
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

彼
は

Hσ
円削

E
B
σ
・
〉
M
Q
ロ
σ
に
彼
の
も
と
で
の
金
銭
業
務
の
記
帳
(
広

σ帥丹)、

毎
日
出
納
す
べ
き
額
に
つ
い
て
の
園
庫
長
官
(
ゆ
忠
世
一

σσ
間
三
色

-g包
)
へ
の

指
示
お
よ
び
支
出
済
額
、
収
納
済
額
、
残
高
を
で
き
る
だ
け
早
く
知
る
た
め
、

そ
の
日
々
出
納
簿
(
円
ぽ
口
問
自
由
官
同
)
を
毎
週
提
出
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
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品
川
ト
ウ
マ

慣
例
で
は
終
印
脅
(
町
民
自
白
)

が
作
成
さ
れ
て
か
ら
、
嘗
該
月
の
日
々
出
納

得
が
蛍
該
官
艇
に
提
出
さ
れ
る
の
は
翌
月
の
十
五
日
で
あ
っ
た
(
冨
2
r
・
?

H
印

H
l
印

N
)

。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
珠
算
の
執
行
に
あ
た
っ
て
特
別
の
官
吏
が
任
命
さ

れ
、
こ
の
専
門
官
を
通
じ
て
現
金
慮
理
を
行
う
園
庫
長
官
に
出
納
命

令
が
護
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
支
出
と
収
納
の
寅
績
額
が
そ
の
残

高
と
と
も
に
出
納
簿
に
縫
績
的
に
-
記
帳
さ
れ
る
。
終
印
書
と
は
ホ
ワ

リ
ズ
ミ
ー
で
は
、

ハ

ト

ウ

マ

タ

ヤ

ヲ

パ

ヌ

官
同
自
白
は
貨
幣
取
扱
吏
(
町
山
町

E
品
)
が
毎
月
収
納
〔
済
〕
額

(Z
Z
U
『
同
町
)
と

そ
の
合
計
な
ら
び
に
支
出
〔
済
〕
額
(
ロえ白門戸同庁
)
と
そ
の
合
計
を
記
し
て
提
出

す
る
書
類
で
あ
る
(
玄
え
・

ω叶
)
。

と
も
あ
る
よ
う
に
、

い
わ
ば
月
期
末
締
切
書
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と

日
々
出
納
簿
と
で
珠
算
の
賞
績
を
確
定
す
る
た
め
、
通
常
一
ヶ
月
毎

の
特
別
な
決
算
を
行
い
、
珠
算
欣
況
に
開
す
る
監
督
を
行
っ
た
。
そ

の
際
恐
ら
く
事
後
記
帳
の
た
め
に
嘗
該
書
類
の
提
出
に
約
牢
月
の
猶

議
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
三
一
五
年
で
は
事
後
記
帳
は
お
ろ
か
、

特
別
決
算
も
一
週
間
毎
と
す
る
ほ
ど
緊
迫
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
珠
算
技
術
を
持
っ
て
い
る
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
園
家

珠
算
表
の
性
格
に
つ
い
て
絢
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
歳
入
面
に
つ
い

て
回
暦
三

O
六
年
の

珠
算
表
を
見
る
と
、
中
央
直
轄
州
で
あ
る

ア

ル
・
サ
ワ

l
ド
に
関
し
て
は
パ
ス
ラ

の
船
舶
税
(
ロ
g
B
E
σ
)、
パ
グ

サ
ー
マ
ツ
ラ
l

v
l
ス
イ
ト

ダ
l
ド
、

ω削
S
R品
、
当
宏
一
社
、
パ

ス
ラ
、
ク
l
フ
ァ
の
五
大
都
市

に
お
け
る
羊
市
場
税
、
同
じ
く
五
大
都
市
の
造
幣
局
収
入
、
バ
グ
ダ

ー
ド
の
人
頭
軒
町
、
そ
の
他
な
ど
が
珠
算
に
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
地

内

一

7
1
P
ユ

デ
イ
ヤ
B
A
V

げ
同
門
仰
向
地
お
よ
び
私
領
地
か

方
か
ら
の
収
入
で
は
特
例
を
除
き
、

ら
な
る
土
地
よ
り
の
租
税
収
入
し
か
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
土
地
か

ら
の
租
税
は
年
々
あ
ま
り
受
動
し
な
い
確
賓
な
収
入
で
あ
り
い
わ
ば

経
常
歳
入
で
あ
る
。

ま
た

珠
算
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
収
入
は
イ

ス
ラ

l
ム
法
上
合
法
と
認
め
ら
れ
て
い
る
租
税
か
ら
な
っ
て

い
る
こ
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と
も
中
央
珠
算
表
と
し
て
の
特
色
で
あ
る
。
手
数
料
と
し
て
徴
収
さ

れ
る
各
種
の
税
金
や
土
木
濯
瓶
工
事
等
公
共
事
業
の
た
め
に
課
せ
ら

れ
る
特
別
公
課
な
ど
は
各
々
嘗
該
行
政
機
関
別
に
虚
理
し
た
よ
う
で

あ
る
。

他
方
歳
出
面
で
は
、
二
八

0
年
度
の
珠
算
表
お
よ
び
三

O
六
年
度

歳
出
穂
目
(
〉
・〈
・
関
5
5
2
一
coσ
南
仏
印
印
刷
-
ロ
ロ
与
50σ
昆
m
F

℃・

ω。仏)
に
よ
る
と
、
経
常
歳
出
し
か
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

更
に

ヒ
ラ
l
ル
所
収
〉
σロ
乙
叩
白色
=σ
・円〉
!σ仏
国
-・
司
白
自
己
に
よ
れ
ば
、

二
八

0
年
度
の
珠
算
表
は
二
年
間
施
行
さ
れ
た
の
ち
、
第
一

J
七
項

自
に
つ
い
て
、
週
二
日

(
火
曜
と
金
曜
)

の
休
日
を
設
け
、

休
日
分



の
俸
給
を
削
除
し
て
こ
れ
を
備
蓄
金
と
し
、

白
-
・
宮
口
《
丹
回
全
仏
は
こ
の
備
蓄
金

(
5
5
3弓
同
門
)
を
:
・
:
カ
リ
フ
私
庫
(
冨
三

日
間
-
巳
・
何
回
凶
羽
田
)
に
移
管
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
は
彼
に
必
要
な
メ
ヴ
カ

巡
離
祭
費
、
〔
ピ
ザ
ン
ツ
へ
の
〕
夏
季
遠
征
費
、
建
築
費
、
天
災
、
事
故
、
災

害
等
〔
復
興
〕
費
、
往
来
す
る
使
節
、
〔
捕
虜
〕
療
費
に
支
出
す
る
た
め
で
あ
る

(
固
定
巴

N
N
)
。

と
あ
る
よ
う
に
、
臨
時
費
は
経
常
歳
入
よ
り
繰
入
れ
た
カ
リ
フ
の
備

蓄
金
で
ま
か
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
務
算
表
は
経

常
歳
計
の
み
を
掛
象
と
し
、
園
家
歳
計
の
貧
際
面
で
こ
れ
を
均
衡
に

ア
一
一ス

ル

す
る
政
策
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
責
任
は
宰
相
以
下
総
務
系
高
等
官
吏
、

即
ち
行
政
機
関
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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一註ω
曲
ナ
冨
ロ
《
冨
《
宮
内
同
の
侍
従
長
代
理
。
吋白
σ・
5

H

F

H

E

参
照
。

ω
吋白

σ・
〈
E
-
H
U
由
に
「
こ
の
年
(
N
∞
斗
国

)
S
σ
吹
曲
「
仰
向
}
昨
月
己
日
月

曜
日
に
東
部
な
ら
び
に
酉
部
方
面
監
査
鹿
(
島
君
附
ロ

N-B帥
ヨ
色
・
目
印
刷
ユ
』

唱
削
工

85
晶
コ
σ)
を
捲
蛍
し
て
い
た
書
記
窓
口

}
E
5
8白色

{σ
・
〉

σ自
白
色
]

σ・
《
〉
σ色
白
-a
伺
曲
目
広
が
死
ん
だ
」
と
あ
り
、
そ
の
地
位
か
ら
財
政
方
面

に
詳
し
く
、
ま
た
時
代
も
接
近
し
て
い
る
か
ら
ヒ
ラ

l
ル
の
こ
の
部
分
は

高
い
信
慾
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
σロ
巳
1
2白色一回ヨ
い
曲
-
・
喝
さ
コ
印
?

の
包
『
0

・
z・0
・同
y

H
∞
ω
u
の回目凶仰・

N

∞同・

川
何
回
-
a
p
h
z
d宅
即
時

2
は

N
話
回
年
包
宮
門

(
E
)
月
N
H
日
波
。

白
ケ
去
な

g'

E
E
は

N
叶
由
民
年
門
田
町
曲
一
σ
(
m
山
)
月
忌
日
浪。

同
日
同
「
宮
口
《

g
合同同

即
位
。

川
w
E
R巴
の
叔
父

0
8
0同
年
ま
で
の
、
吋
吃
ユ
ぽ
を
著
す
。

同
の
白
}
戸
公
司
帥
ユ

(3・
N
∞
H
i
∞
∞
)
所
収
〉
σロ
ヤ
同
吋
白
色
一
玄
ロ
官
ヨ
自
白
色

σ・

〉
σ自
白
色

σ・
《
〉

σ門
目
白
「
司
由
同
国
広
・
〉
ぽ

σ凶
『
ぽ
己
弘
前
》
切
由
巳
ケ
《
〉

σσ
岡田

に
よ
る
。

刷
出
・
同
り
・
〉
ヨ
巾
円
四
円
O
N
H

〉

σ
σ
g
E
同色

g
g
z可
2
F
O
ロ
日
ロ
伊
丹
印
円
四

mguコ

』
同

N
〉
ω
.
H由
Hω
・

同

〔
N
呂
田
(
∞
ω
印
)
年
〕
巳
・

ζ
z
J
8
5
が
〔
宰
相
〕
旦
匂
回
全

・〔
σ・
富
民
・

者
間
ロ
〕
に
劃
し
て
幾
化
を
示
し
始
め
た
が
、
そ
の
最
初
に
行
っ
た
こ
と

は

〉

σ自
白
色

σ・
《
〉

g
g骨
色

-qロ
品
協
己
に
カ
リ
フ
支
出
(
ロ
国
内
田
心
得

ヌ
イ
マ
l
A

白
--U82)
に
つ
い
て
の
彼
に
糾
問
す
る
箆
査
を
、

Z
白覗円

σ・
冨
曲
H
M

引回『

σ・

ハ
ラ
l泊
y

Z

R

イ
マ
l
A

回
目
広
田
問
自
に
税
務
な
ら
び
に
全
業
務
に
つ
い
て
の
彼
に
刻
す
る
監
査
を
委

ね
、
ま
た
こ
れ
と
同
様
に
す
る
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

(吋目

σ・
〈
戸
自
ωlω

念
。
E

5

-

H
∞N
l
E

に
は
カ
り
フ
(
白
「
宮
口
内
同
回
全
仏
)

や
総
務
系
の
官
鹿
を
湿
っ
て
来
た
決
裁
や
令
獣
で
も
蛍
該
監
査
臨
で
認
可

さ
れ
な
か
っ
た
例
が
傍
え
ら
れ
て
い
る
。

ω
行
政
機
関
が
現
金
鹿
理
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ぉ
。
同
年
度
の

歳
出
珠
算
表
の
女
官
吏
の
俸
給
に
闘
す
る
事
項
に
、
「
:
・
:
た
だ
し
支
給

携
帯
伺
の
諸
官
隠
(
品
目
者
同
耳
百
白

-
k
g】
)
の
書
記
官
、
配
蛍
(
仲
良
ユ
《
阿
国
)
の

諸
課
(
ヨ
同
町
一
同
一
ロ
印
)
に
働
く
そ
の
補
佐
官
達
や
そ
の
部
下
、
下
働
き
お
よ

び
圏
廊

(
σ
S
H
白「

B
巴
)
の
庫
官
達
を
除
く
。

彼
ら
は
俸
給
を
計
算
上

の
端
数
の
金
を
蓄
え
た
も
の
か
ら
受
取
る
(
出
巳
巴

N
O
1
N
H
)
」
と
記
さ
れ
、

園
庫
官
ら
現
金
慮
理
を
行
う
官
吏
達
の
俸
給
費
が
後
算
に
計
上
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
も
分
る
。

制
バ
グ
ダ
ー
ド
以
外
の
人
頭
税
の
使
途
に
つ
い
て
、
残
念
な
が
ら
私
見
で

は
資
料
不
足
の
た
め
不
明
で
あ
る
。
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Supplemental Study in the System of Taxes 

on Merchants in the Sung宋 Dynasty

Kaoru Umehara 

The late Dr. Shigeshi Kato has already described in outline the system 

of taxes on metchants in the Sung dynasty， but the details of the system 

remain unclear. The author has here attempted to discover the details 

by investigating some of the aspects of the system: the organization of 

the tax.collecting posts (shui-wu税務)， the routes of tax-collecting， the 

relation between the amount of the taxes and the revenue of the dynasty， 

some di侃cultiescaused by tax-collecting， and the taxes on special goods. 

Through the above method， he concludes that in the Sung dynasty 

goods were circulated all through. the country by the merchants. The 

prosperity of K'ai-feng開封 orHang-chou杭州 wasbrought about by the 

development of these merchants' business. The funds collected' from the 

訪問ωuestablished throughout the country began to occupy an important 

part of the dynasty's revenue from the Sung dynasty. The importance 

which commercial business had in the dynasty is recognized from the tax-

system for the merchants. Nevertheless， we must not over-estimate the 

volume of such business， since it was found only in the cities and not in 

the rural districts. 

The Fiscal ，Policy of the (Abbasid State 

Makoto Shimizu 

Analysing the finances of the (Abbasid State from the socio-economic 

standpoint， the author probes the relationship between the State and the 

newly-rising middle class. The (Abbasid State， moving from the period 

of establishment to one of stability， gained control of the grain of the 

Saw亙d，(付thereplacement of the miお!泊s亘功争αby the muq伊asamα sy戸st匂em a抗t 

the end of the reign 0ぱfal 

the State， and to restrain the merchants from seizing intermediate profits 

- 1 ー



which they had previously taken from the peasants， who were the taxpa-

yers， by the system of the cadastral. tax in money (misa}J，a). But the 

middle class， consisting of merchants， proprietors (tunna))， and others who 

wielded economic power， gradually came to occupy an important position 

in the society and to have a severe antagonism against the bureaucratic 

State which was working to complete its internal expansion. The an-

tagonism， nevertheless， found' a compromise in the one-step retreat on 

the part of the State. This retreat meant in fact the farming out of .tax 

man包gements(4aman) and the fosterage of the rank of purveyors through 

the business of public grain of the Sawad. lt was indeed the presence 

of the complicated mechanism of the fiscal administration and the super' 

vision by a centralized authority that permitted this excessive concession 

to.those who， though favoured by financial capacity， were lacking in profes-

sional knowledge relative to the public fiscal economy. On the other hand， 

since this compromise between the St~te and the middle class imposed a 

consequent economic oppression upon the lower classes， the (Abbasid State 

was doomed to be alienated from them， and this must be regarded as one 

of the fundamental causes. of the internal disintegration of the Sta主e.

On the Decay of the Poll Ta玄 inthe Han漢 Dynasty

Hidemasa Nagata 

lt is well known that the tax system of the Han dynasty had a poll 

tax or capitation called suan-fu算賦 Thistax derived from the ch伽 -fu
寧賦， a tax which was paid in lieu of military service. All those， includ-

ing women， who were recognized to be fifteen years old by the census 

periodically taken in every August through the rural organization system 

(hsiang-li郷里)， were required to pay 120 ch'ien銭 ayear for suan-fu 

until the time they reached the age of fifty-six. But this capitation system 

disappeared with the fall of' the Han dynasty， and a new system， levying 

a tax on each house， appeared in the Three Kingdoms period. 

The author inquires why the suan-fu tax vanished， and finds an 

answer in the abandonment of the rural organization system and the 
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